
仕  様  書 

 

1．設置事業者の施設使用形態 

  自動販売機の設置は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 4 第

2 項第 4 号の規定に基づき、岐阜市が設置事業者に対し、行政財産である建物

（又は土地）の一部を賃貸する方法により行います。 

2．貸付箇所（設置場所）、貸付面積、設置台数 

以下の表のとおりとする。 

なお、貸付面積には放熱余地及び回収ボックス設置部分、転倒防止用具を含

む。また、設置場所の詳細は「物件個別明細書」のとおり。 

 

物件 

番号 

施設名 所在地 
貸付場所 

（設置場所） 

貸付 

面積 

設置 

台数 

1 
岐阜市柳ケ瀬 

子育て支援施設 

岐阜市徹明通 2丁目 18 

柳ケ瀬グラッスル 35 4 階 
ふれあいひろば 1.87 ㎡ 1 台 

2 
岐阜市柳ケ瀬 

子育て支援施設 

岐阜市徹明通 2丁目 18 

柳ケ瀬グラッスル 35 4 階 
休憩スペース 2.86 ㎡ 2 台 

 

3．設置機器の条件 

 (1)省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

 (2)新 500 円硬貨及び新紙幣が使用できること。 

 (3)硬貨選別装置及び紙幣識別装置により犯罪防止に万全を尽くすものとする。 

 (4)水道を必要とする機器は、施設管理上、不可とする。 

 (5)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合は、これに従うこと。 

4．販売品目の条件 

 (1)販売品目は、清涼飲料水等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 

 (2)具体的な販売品目の構成については、落札決定後、事前に岐阜市と協議する

こと。 

 (3)販売価格は、標準販売価格（定価）以下とすること。 

 (4)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合は、これに従うこと。 

5．必要経費 

 (1)自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用（岐阜市の都合

によるものも含む。）は、すべて設置事業者の負担とする。 

 (2)電気料金は、設置事業者の負担とし、設置事業者が計量機器（子メーター）

を設置し、それによる実費額（基本料金を含む。）を岐阜市が指定する期限ま

でに全額納入すること。 



 (3)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合は、これに従うこと。 

6．維持管理責任 

 (1)商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商

品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

 (2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器

の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社・

他社製品、持ち込み等を問わず設置事業者の責任で適時に回収し、リサイク

ル及び周辺の清掃を行うこと。 

 (3)販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、岐阜市の指示に従う

こと。 

 (4)商品の取り扱いに際し、必要な許可がある場合は、許可を取得したものが取

り扱うこと。その他関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等へ

の届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。 

 (5)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、安全

に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認するこ

と。 

 (6)自動販売機の前面に、故障時等の連絡先を明記し、自動販売機に係る問い合

わせ並びに苦情等については、設置事業者の責任において対応すること。 

7．妨害又は不当要求に対する通報義務 

  設置事業者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社

会通念に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は

契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときには、警察に通報しなければなら

ない。 

8．原状回復義務 

  設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状

回復すること。また、原状回復に際し、設置事業者は、一切の費用を岐阜市に

請求することはできない。 

9．その他 

 (1)設置事業者は、自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しては

ならない。 

 (2)自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む）のカタ

ログ及び配置図を提出すること。また、自動販売機の表面デザインについて、

別途岐阜市と協議すること。 

 (3)以下の事項を十分理解したうえで入札に参加すること。 

①  柳ケ瀬グラッスル35内において使用指定（許可）を受けた関連事業者

が、自動販売機を設置していること。 



②  岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設利用者の利便を図るため、自動販売機を

設置していること。 

 (4)施設の点検のため、定期停電及び緊急時等に停電を行うことがある。設置機

器等に対応が必要な場合は、全て設置事業者にて行うこと。なお、定期停電

については、事前に停電に関する通知を、設置事業者あてメール等により通

知する。 

10．参考（岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設“ツナグテ”施設情報） 

【総来館者数】 

  年間  192,281 人（R5 年度） 

176,076 人（R6 年度） 

 【開館時間等】 

 ・開館時間 10:00～18:00 

 ・休館日  月 1 回（毎月最終木曜日）、 年末年始（12/29～翌 1/3） 

       ※臨時休館日が不定期に入る可能性あり 

 ・利用時間 ●きっずエリア  10:00～18:00 

       ●ふぁみりーエリア 

         まなべルーム（研修室） 10:00～18:00 

         あずかルーム（一時預かり）10:00～18:00 

         そうだんしつ（子育て相談）10:00～18:00  

・利用料 

場所 利用料 

きっずエリア 
子ども（小学生以下） 無料 

引率者（満１８歳以上） 500 円 

まなべルーム（研修室） 1 時間 700 円 

あずかルーム（一時預かり） 
平日 1 人 1 時間 700 円 

休日 1 人 1 時間 800 円 

そうだんしつ（子育て相談） 無料 

 

 【隣接施設等】 

岐阜市柳ケ瀬健康運動施設“ウゴクテ”（柳ケ瀬グラッスル 35 3 階）、 

中保健センター、金公園、柳ケ瀬商店街 など 

 【販売実績】 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

ふれあいひろば 4,249 本 3,640 本 

休憩スペース① 6,640 本 5,129 本 

休憩スペース② 4,626 本 4,944 本 



 


